
 

 

 
 
 
 

安芸高田市事業所省エネ設備 

導入支援事業支援⾦（第 2 次） 
 
 
 
 
 

【 申請ガイド 】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜安芸高田市事業所省エネ設備導入支援事業実⾏委員会＞ 
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申請ガイド 
 
１ 目的 

 本支援⾦は、物価高騰の影響を受けている市内で商工業等を営む中小企業者を支援する

ため、電⼒コストの低減が期待できる省エネ設備への交換または新設を⾏う事業者に対し

て、本実⾏委員会予算の範囲内において安芸高田市事業所省エネ設備導⼊支援事支援⾦（以

下「支援⾦」という。）を給付することにより、事業者の負担軽減を図ることを目的とする。 

 
２ 支援対象者 

（1） 2026（令和 8）年 4 月 1 日から 2026（令和 8）年 11 月 30 日までに省エネ設備へ

の交換または新設を⾏う次の各号の事業者 

（2） 安芸高田市内に事業実態がある事務所または事業拠点を有する者（中小企業基本法

（昭和 38 年法律第 154 号）第 2 条第 1 項に規定する中小企業者） 

（3） 安芸高田市内において今後も事業を継続する意思がある者 

（4） 下記のいずれにも該当しない者 

・ 法人税法（昭和 40 年法律第 34 号）別表第一に規定する公共法人 

・ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、

当該営業に係る「接客業務受託営業」を⾏う事業者 

・ 政治団体 

・ 宗教上の組織若しくは団体 

・ 安芸高田市暴⼒団排除条例第 2 条に規定する暴⼒団員⼜は暴⼒団員と社会的に非難さ

れるべき関係にある者 

 

3 支援対象外事業者 

2025 年度に⾏った安芸高田市事業所省エネ設備導⼊支援事業で給付を受けた事業者は

支援対象ではありません。 

 
4 支援対象経費及び支援⾦額  

支援対象設備 支援対象経費 支援⾦の額 

高効率空調設備 製造から 10 年以上を経過

した既存設備に替えて導⼊

支援対象経費の 3/4 以内と

し、50 万円を上限 冷凍・冷蔵庫（飲料、商品展
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示のショーケース等を含

む） 

する省エネ設備（中古品を

除く）であって、設備本体及

び附属設備並びに設置工事

に要する経費 

 

（支援対象経費が 3 万円未

満であった場合交付しな

い） 給湯設備 

LED 照明設備 蛍光灯、白熱灯等の LED 照

明器具以外から交換または

新設する LED 照明設備であ

って、設備本体及び附属設

備並びに設置工事に要する

経費 

・ 対象経費の 3/4 を乗じて得た額（算定⾦額）から 1,000 円未満を切り捨てた⾦額が支援額と
なります。 

・ 支給は 1 事業者 1 回限りとなります。 
・ リース契約による導入及び消費税並びに地方消費税、既存設備の撤去または処分に要する経費

は支援対象経費に含まれません。 
・ 支援対象設備を導入前の場合は、添付書類に⾒積書等の写しが必要で、交付決定後に実績報

告書の提出をしていただきます。 
・ 支援対象設備を導入済みの場合は添付書類に領収書等の写しが必要で、交付決定後に支援⾦

を給付します。 
 

4 申請方法 
 申請受付期間内に必要な書類を申請先に持参してください。 
（1）申請受付期間 
  2026 年 5 月 11 日（月） から 2026 年 7 月 31 日（⾦）まで 
  ※郵送は受付いたしませんのでご注意ください。 

  ※2026 年 5 月 11 日（月）のみ、クリスタルアージョ 1 階で受付をいたします。 

   （受付時間︓9︓00〜12︓00、13︓00〜17︓00） 

  ※5 月 12 日（⽕）以降は安芸高田市商工会で受付をいたします。 

   （受付時間︓⼟日祝日を除く 9︓00〜12︓00、13︓00〜17︓00） 
※予算上限に達した場合は、申請期限前でも受付を終了します。 
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（2）申請先 
    安芸高田市吉田町吉田 979-2  安芸高田市商工会 
 
 (3)申請等に必要な書類一覧表 

必要書類 入手先 
A 2026 年 4 月 1 日〜5 月 10 日までに支援対象設備を設置済の方 

1 支援対象設備の領収書・請求明細書等 
2 支援対象設備を設置した場所を確認できるカラー写真等 
3 既存設備の仕様等がわかるもの（仕様書、カタログ又は銘板部分の写真等） 
4 支援対象設備の仕様等や要件を満たすことが確認できるもの 

（仕様書、カタログ、銘板部分の写真等） 
5 安芸⾼⽥市事業所省エネ設備導入支援事業支援⾦申請書（様式第 1 号） 
6 安芸⾼⽥市事業所省エネ設備導入支援事業支援⾦請求書（様式第 2 号） 
7 安芸⾼⽥市事業所省エネ設備導入支援事業実施報告書（様式第 6 号） 

B 2026 年 5 月 11 日以降に支援対象設備を設置しようとする方 
1 安芸⾼⽥市事業所省エネ設備導入支援事業支援⾦申請書（様式第 1 号） 
2 明細の分かる⾒積書等が必要で 2026 年 11 月 30 日までに支援対象設備を設

置し、安芸⾼⽥市事業所省エネ設備導入支援事業実施報告書（様式第6号）
を 2026 年 12 月 10 日までに提出する必要があり、その後、支援⾦を給付します。 

3 支援対象設備の仕様等や要件を満たすことが確認できるもの 
（仕様書、カタログ、銘板部分の写真等） 

4 既存設備の仕様等がわかるもの（仕様書、カタログ又は銘板部分の写真等） 
5 支援対象設備の設置予定場所又は設備導入場所を確認できるカラー写真等 
6 安芸⾼⽥市事業所省エネ設備導入支援事業実施報告書（様式第6号）提出

時に、上記Aのうち1〜2、6が必要です。 
※A・B について、内容の審査後に支援⾦を給付しますが、給付を約束するものではありま

せん。 

様式第 1 号 
様式第 2 号 
様式第 6 号
については市
の HP 又は
商工会 HP 
 
その他は 
各自準備 

A・B ともに確定申告書類の写し 
＜法人＞確定申告書別表 1 
＜個人＞令和 7 年分確定申告書 第一表  

各自準備 

＜個人の方のみ＞ 
身分証明書の写し 
(運転免許書※裏⾯のあるものは両⾯ ・ 健康保険証 ・ マイナンバーカードなど) 

各自準備 

安芸⾼⽥市事業所省エネ設備導入支援事業支援⾦請求書（様式第 2 号）提出時
に、申請者名義の振込口座通帳の写し ※表紙及び⾒開きページ 

各自準備 

その他審査等に必要な書類 各自準備 
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※実⾏委員会より指示の無い場合は添付不要 
 
（4）申請時の留意事項 
  ・ 必要な書類が一式揃ったものを正式な申請として受け付けます。 

・ 受付終了の時点で不備のある申請書類は受け付けません。 
・ 書類作成にかかる経費は、申請事業者の負担となります。 
・ 提出書類は、写しを必ず保管してください。 
・ 安芸⾼⽥市事業所省エネ設備導入支援事業支援⾦は、課税対象となります。 
・ 審査を⾏うに当たり、電話により内容確認することがございます。必ず連絡の取れる番号を申請書

にご記入ください。また、必要に応じて追加書類の作成及び提出を求める場合があります。 
 
5 支払いについて 
・ 支援対象設備を導入済みの場合は、審査終了後 2 週間程度で振り込みをいたします。ただし、審

査に伴い、書類の不備や不明点などのご確認に時間を要した場合には、遅れることもございます。 
・ 支援対象設備を導入前の場合は、交付決定後、2026 年 11 月 30 日までに支援対象設備の

設置を⾏わなければなりません。また、2026 年 12 月 10 日までに安芸⾼⽥市事業所省エネ設備
導入支援事業実施報告書（様式第 6 号）に関係書類を添えて提出していただき、審査終了後
2 週間程度で振り込みをいたします。 

・ クレジットカード払い等で、口座から引き落とされた日が、2026 年 11 月 30 日を過ぎている場合
は、支援対象外となります。対象設備を導入済みの場合でも。申請日時点で口座から引き落とし
がされていない場合は導入前として取り扱います。 

 
6 その他 
（1）支援事業者は、⾦銭出納簿その他帳簿を備え付け、証拠書類とともに整備し、支援事業の完

了した日が属する会計年度の終了後５年間保存してください。 
（2）支援⾦の給付に関し、支援事業者に対して報告を求め、又は委員（若しくは関係機関）に事

業所等に⽴ち入らせ、帳簿書類等の調査をする場合があります。 
（3）この申請ガイドに記載のない事項は、安芸⾼⽥市事業所省エネ設備導入支援事業実⾏委員

会で協議の上決定し、別に作成する「Q&A」にて定めるものとします。 
 
7 問い合わせ先 

  <安芸高田市事業所省エネ設備導入支援事業実⾏委員会> 

   安芸高田市商工観光課 ℡︓0826-47-4024 
   安芸高田市商工会 ℡︓0826-42-0560 


